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大学入学のための準備教育を行う課程の指定等について（通知）  
 
 
 外国において学校教育を受けた者の我が国の大学への入学資格について
は，外国において学校教育における１２年の課程を修了したことを要件とし
ていますが，中等教育の課程の修了まで１２年を要しない国については文部
科学大臣が指定した我が国の大学に入学するための準備教育を行う課程（以
下「準備教育課程」という。）を修了した者に対し，大学入学資格が与えら
れます。  
 このたび，下記のとおり，新たに準備教育課程の指定を行いました（別添
１）。ついては，事務処理上遺漏のないようお取り計らい願います。  
 なお御参考までに，今回の告示による改正後の我が国の大学に入学するた
めの準備教育課程を行う課程を定める告示（平成２２年文部科学省告示第２
９号），参照条文をそれぞれ別添２及び３として掲載しますので，併せて御
利用ください。  
 

記  
 
１．新たに指定した準備教育課程  
・ＡＢＫ学館日本語学校大学進学準備１年コース 

大学進学準備１年６ケ月コース 
・船橋日本語学院準備教育課程２年コース  
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